
子どもの権利理解促進事業（県民向けシンポジウム開催、動画作成・配信）業務委託公募型プロポーザル 質問及び回答 

質問内容 回答 

仕様書 ４-（1）-③ステージ関係の調整 

※シンポジウムの参加者は県と調整して決定 

とありますが、基調講演の講師はご提案するといった認識でよろしかった

でしょうか？ 

基調講演の講師については、すでに発注者側で調整中ですので提案不要で

す。 

パネリストは何名の予定、想定をしてますでしょうか 概ね５名程度を想定しています。 

司会や基調講演講師、パネリストに関して、石川県に関わる人物などの縛

りはあるか？ 

基調講演の講師については、すでに発注者側で調整中ですので提案不要で

す。その他の登壇者等については、原則として、石川県に関連のある人物を

想定しています。 

現状想定している基調講演講師やパネラーの候補があれば、どのような人

を想定しているか教えてください。 

基調講演の講師については、すでに発注者側で子どもの権利に関する有識

者と調整中です。その他の登壇者等については、保護者、教育・児童福祉関

係者、中高生等を想定しています。 

講師、およびパネラーの謝礼及び交通費の予算額をいくらとして想定して

おけば良いでしょうか。 

25 万円程度を見込んでください。 

会場の案内表記看板、音響機材、映像機材などは使用しても問題ないでし

ょうか？ 

使用可能な備品は県立図書館 HP でご確認ください。 

石川県立図書館 貸スペース別備品リスト及び最大使用可能数 20260318 時

点(pdf 700 kb) 

会場予約以外に手配されている備品はあるかどうか 県立図書館の備品を使用可能ですが、別途使用料が発生します。 

準備時間に関しては、前日から会場を押さえている形で問題なかったでしょ

うか？ 

会場の使用予約は当日（9 時～17 時）のみです。 

会場費は予約済みとあるが、予算に含まれているのか。予算に含む場合ど

の程度の費用をみておけばいいか。 

予算には業務に係る一切の経費を含むものとします。 

施設使用料等については、会場である県立図書館 HP をご確認ください。 

石川県立図書館 | 貸スペース利用について 

https://www.library.pref.ishikawa.lg.jp/file/6240.pdf
https://www.library.pref.ishikawa.lg.jp/file/6240.pdf
https://www.library.pref.ishikawa.lg.jp/category/facilityguide/3193.html


子どもの権利理解促進事業（県民向けシンポジウム開催、動画作成・配信）業務委託公募型プロポーザル 質問及び回答 

質問内容 回答 

ステージ以外に、子ども向け企画等のイベントを実施できる場所はあるか

（ない場合は同施設の別エリアを借りてもよいのか） 

だんだん広場内のみ使用可能です。 

施設内の別の貸スペースを借り上げ、使用することは問題ありません。 

だんだんひろばの客席に関してですが、後方の机椅子の一体化している場

所も、一般お客様の客席として使用するで問題ないでしょうか？ 

後方の席も使用可能です。 

チラシデザイン及び印刷及び関係者への配布に関して、配布先や配布方法

の指定はあるか。配布先へのチラシ郵送費は予算に含まれるのか。 

配布先及び配布方法に指定はありません。 

予算には業務に係る一切の経費を含むものとします。 

シンポジウムのチラシ印刷の想定部数を教えてください。 部数の想定はありません。 

周知における各市町への協力依頼は、県から依頼協力をかけてもらえるの

でしょうか。（各市町の公式 LINE や HP での発信） また、各市町へのチ

ラシの配送は石川県から執り行っていただけるのでしょうか。 

県から県内市町への協力依頼は可能です。 

チラシの発送については受注者側で行っていただきます。 

その他、シンポジウム開催に関する効果的な周知活動に関し、指定の方法

はあるか。媒体は紙・web 等特に指定はあるのか。 

指定の方法及び媒体はありません。 

他団体・協会・省庁で作成された既存のキャラクターを、使用許諾を得た

うえで本事業の制作物に活用しても良いでしょうか。 

問題ありません。 

子どもの権利普及啓発動画の作成・配信について、現状指定の納期は決ま

っているか。また配信アカウントの指定はあるか。（県公式アカウントのみ

等）配信時期・配信数の指定はあるのか。 

シンポジウム当日（7 月 20 日）までに少なくとも 1 本の動画を作成・配信

することを想定しています。 

石川県公式 SNS 等での配信を想定しています。 

子どもの権利普及啓発動画について、公式 SNS での発信と仕様書にありま

したが、今回の事業の情報発信で利用を想定している、各 SNS のアカウン

トを教えてください。 また、もし今回の情報発信で使用したい SNS 媒体の

アカウントが現時点で無い場合は、新たに作成することは可能でしょう

か。 

石川県公式 SNS 等での発信を想定しています。 

石川県公式 SNS 等 | 石川県 

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kouhou/sns/index.html


子どもの権利理解促進事業（県民向けシンポジウム開催、動画作成・配信）業務委託公募型プロポーザル 質問及び回答 

質問内容 回答 

イベントの集客目標人数やアンケート回収等の KPI はあるか 契約後に協議し、設定する想定です。 

提案資料に社名や会社のロゴは記載しないようにと指示がありましたが、

スタッフ紹介や実績を入れてもよろしいでしょうか。 

問題ありません。 

既に県で制作された「子どもの権利」リーフレットはどのような場所で配

布されていますか。 

県立図書館や子ども交流センター等の親子で訪れる県関係施設に設置して

います。 

 


